
　　①基本料金
【　身体介護・生活援助　】

４０４円

身体介護の負担金＋７０円

身体介護の負担金＋１４０円

身体介護の負担金＋２１０円

　　②加算[　　加　算　　]

午前６時～午前８時に訪問した場合

午後６時～午後１０時に訪問した場合

利用者の同意を得た上で、２人の訪問介護員共同で
サービスを提供した場合

基本料金に各種加算を加えた

1月あたりの総単位数の４％を

加算

（２）介護予防訪問介護(予防給付）

[　　加　算　　]

基本料金に各種加算を加えた

1月あたりの総単位数の４％を

加算

２４５２円　／　１月

早朝帯加算 基本料金の２５％を加算

夜間帯加算 基本料金の２５％を加算

介護予防訪問介護　Ⅱ　(週２回程度）

初回加算 サービス提供責任者が初回の訪問を行った場合 200円／初回訪問月

別紙１ 平成26年4月1日

特別養護老人ホームうらだての里　

（訪問介護・介護予防訪問介護）　利用者負担金表

１．利用者負担金

　あなたがサービスを利用した場合にお支払いいただく利用者負担金は、原則として次のとおりです。
また、利用者負担額の減免制度などの対象者である場合は、その認定に基づいた負担額となります。

（１）訪問介護(介護給付）

身体介護中心 負担金 生活援助中心

１９１円

２５５円

負担金

１時間以上 ５８７円

２０分以上３０分未満

２０分未満 １７１円 ２０分以上４５分未満

３０分以上１時間未満

４５分以上 ２３６円

身体介護＋生活援助７０分以上

以降３０分増す毎に ８３円(加算)

※生活援助は原則として利用出来る時間は１時間程度となります。

【身体介護に引き続き生活援助を行う場合の負担金】

身体介護＋生活援助２０分以上

身体介護＋生活援助４５分以上

訪問介護員２人訪問 基本料金の２倍

加算の種類 加算の用件

特定事業所加算Ⅱ 所定単位数の１０％を加算

加　算　額

加算の種類

初回加算 サービス提供責任者が初回の訪問を行った場合 200円／初回訪問月

加算の用件

負担金
介護予防訪問介護　Ⅰ　(週１回程度） １２２６円　／　１月

加　算　額

介護職員処遇改善加算 I 介護職員の賃金の改善等を実施している場合

訪問介護員の総数のうち介護福祉士が３０％以上で、

サービス提供責任者が３年以上の実務経験を有する

介護福祉士であること

介護職員処遇改善加算 I 介護職員の賃金の改善等を実施している場合

介護予防訪問介護　Ⅲ　(週３回程度）　　(要支援２のみ） ３８８９円　／　１月



【　通所介護　】　《1日》

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

６９５円 ８１７円 ９４４円 １，０７１円 １，１９７円

介護保険の

サービス

８４９円 ９７１円 １，０９８円 １，２２５円 １，３５１円

１，３９９円 １，５２１円 １，６４８円 １，７７５円 １，９０１円

[　　加　算　　]

※②について、通所介護は土・日曜、祝日は算定いたしません。

※④⑤は選択サービスです。

【　認知症対応型通所介護　】　《1日》

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

９３０円 １，０３０円 １，１３１円 １，２３２円 １，３３２円

介護保険の

サービス

１，０１９円 １，１１９円 １，２２０円 １，３２１円 １，４２１円

１，５６９円 １，６６９円 １，７７０円 １，８７１円 １，９７１円
※②について、認知症対応型通所介護は日曜日は算定いたしません。

[　　加　算　　]

※④⑤は選択サービスです。

通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防通所介護 　利用者負担金表　

区　　　分

食費（実費）

③個別機能訓練加算Ⅱ ５０円

                              特別養護老人ホームうらだての里　                     平成26年4月1日

５５０円

④ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

介護保険サービスの合計

区　　　分

（１）通所介護・認知症対応型通所介護

基本料金

①入浴加算

１２円

５０円

４２円②個別機能訓練加算Ⅰ

合計額

②個別機能訓練加算 ２７円

加算の種類 加　算　の　要　件 加　算　額

①入浴加算 ５０円

１回 につき ５０円

口腔機能が低下しているおそれのある利用者に対し、口腔機能
改善管理指導計画を作成し、実施・記録・評価をしている場合

④栄養改善加算
低栄養状態のおそれのある利用者に対し、管理栄養士が栄養ｹ
ｱ計画を作成し、実施・評価をしている場合

①入浴加算　 入浴介助を行った場合 １回 につき ５０円

③個別機能訓練加算Ⅱ
上記同様計画的に機能訓練を行うが、理学療法士等から直接
訓練を受けた場合

（月2回を限度）

②個別機能訓練加算Ⅰ
個別機能訓練計画書を作成し、それに基づき計画的に機能訓練
を行う場合

⑥介護職員処遇改善加算Ⅰ

③ｻｰﾋﾞｽ提供体制 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上
で、利用定員・人員基準に適合している事業所である場合

１回 につき １２円
　強化加算Ⅰ

⑤口腔機能向上加算

基本料金に各種加算を加
えた1月あたりの総単位
数の1000分の19に相当

１回 につき １５０円

（月2回を限度）

１回 につき １５０円

③ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ １２円

介護保険サービスの合計

合計額

加算の種類 加　算　の　要　件 加　算　額

②個別機能訓練加算
個別機能訓練計画書を作成し、それに基づき計画的に機能訓練
を行う場合

１回 につき ２７円

介護職員の賃金の改善等を実施している場合

基本料金

食費（実費） ５５０円

①入浴加算　 入浴介助を行った場合 １回 につき ５０円

基本料金に各種加算を加
えた1月あたりの総単位
数の1000分の29に相当

⑤口腔機能向上加算

③ｻｰﾋﾞｽ提供体制 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上
で、利用定員・人員基準に適合している事業所である場合

１回 につき １２円
　強化加算Ⅰ

④栄養改善加算
低栄養状態のおそれのある利用者に対し、管理栄養士が栄養ｹ
ｱ計画を作成し、実施・評価をしている場合

１回 につき １５０円

（月2回を限度）

口腔機能が低下しているおそれのある利用者に対し、口腔機能
改善管理指導計画を作成し、実施・記録・評価をしている場合

１回 につき １５０円
（月2回を限度）

⑥介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員の賃金の改善等を実施している場合

１回 につき ４２円



【　介護予防通所介護　】　《1月》

介護保険の

サービス

[　　加　算　　]

※①は必ず算定されます。
※選択サービスとして、②、③、④、⑤が選択できます。
※③、④、⑤を選択された場合は、②は選択できません。
※③、④、⑤を２つ選択された場合は⑥の加算額となります。
※③、④、⑤を３つ選択された場合は⑦の加算額となります。

５５０円×利用回数食費（実費）
４，３３２円　／　１月

４，２３６円　／　１月

９６円　／　１月

（２）介護予防通所介護

区　　　分 要支援１ 要支援２

介護保険サービスの合計 ２，１６３円　／　１月

基本料金 ２，１１５円　／　１月

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ ４８円　／　１月

加算の種類 加　算　の　要　件 加　算　額
①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上
で、利用定員・人員基準に適合している事業所である場合

（要支援１） １月 につき ４８円
（要支援２） １月 につき ９６円

②生活機能向上ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動加算
生活機能向上グループ活動計画を作成し、それに基づきグルー
プに対して日常生活上の支援のための活動を行った場合

１月 につき １００円

③運動器機能向上加算
運動器機能向上計画を作成し、それに基づき計画的に機能訓練
を行う場合

１月 につき ２２５円

口腔機能が低下しているおそれのある利用者に対し、口腔機能
改善管理指導計画を作成し、実施・記録・評価をしている場合

１月 につき １５０円

⑧介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員の賃金の改善等を実施している場合

④栄養改善加算
低栄養状態のおそれのある利用者に対し、管理栄養士が栄養ｹ
ｱ計画を作成し、実施・記録・評価をしている場合

基本料金に各種加算を加
えた1月あたりの総単位
数の1000分の19に相当

⑥選択的サービス複数実施加算Ⅰ

⑦選択的サービス複数実施加算Ⅱ ③、④、⑤を３種類選択している場合 １月 につき ７００円

１月 につき １５０円

⑤口腔機能向上加算

③、④、⑤を２種類選択している場合 １月 につき ４８０円



【　従来型個室　】　《1日》

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

612円 683円 755円 825円 895円

介護保険の

サービス

661円 732円 804円 874円 944円

1,380円

3,191円 3,262円 3,334円 3,404円 3,474円

【　多床室　】　《1日》

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

686円 755円 826円 896円 964円

介護保険の

サービス

735円 804円 875円 945円 1,013円

1,380円

2,435円 2,504円 2,575円 2,645円 2,713円

[　　加　算　　]

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制

　強化加算Ⅰ

③夜勤職員配置加算Ⅰ

特別養護老人ホームうらだての里　

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上
で、利用定員・人員基準に適合している事業所である場合

加算Ⅰは常勤の看護師を１名以上配置している場合、加算Ⅱは
看護職員を４名以上配置していることと看護職員との24時間の
連絡体制を確保している場合

厚生労働大臣が定める治療食を提供した場合 １日につき ２３円

加算Ⅰ：１日につき ４円

加算Ⅱ：１日につき ８円

⑤療養食加算

１日につき １２円

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準１人以上上回っ
ている場合

１日につき １３円

②看護体制加算Ⅰ・Ⅱ

⑥送迎加算 ご自宅と事業所間の送迎を行った場合

⑦介護職員処遇改善加算Ⅰ 介護職員の賃金の改善等を実施している場合
基本料金に各種加算を加
えた1月あたりの総単位
数の1000分の25に相当

片道１８４円（往復３６８円）

滞在費（実費）

区　　　分

基本料金

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

合計額

1,150円

食費（実費）

滞在費（実費） 320円

（内訳：朝食３５０円　昼食５３０円　夕食５００円）

介護保険サービスの合計

12円

②看護体制加算Ⅰ・Ⅱ 12円

③夜勤職員配置加算Ⅰ

区　　　分

基本料金

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ 12円

食費（実費） （内訳：朝食３５０円　昼食５３０円　夕食５００円）

②看護体制加算Ⅰ・Ⅱ 12円

（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護）　利用者負担金表

③夜勤職員配置加算Ⅰ 13円

介護保険サービスの合計

12円

④機能訓練体制加算 12円

④機能訓練体制加算

13円

（１）短期入所生活介護

④機能訓練体制加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の職員を1名配置し
ている場合

１日につき １２円

平成26年4月1日

合計額

加算の種類 加　算　の　要　件 加　算　額



【　従来型個室　】　《1日》

介護保険の

サービス

【　多床室　】　《1日》

介護保険の

サービス

[　　加　算　　]

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制

　強化加算Ⅰ

３．　注意事項

　上記の料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額（食費、滞在費を除く）であり、これが改正された場合は

上記の利用料も自動的に改定されます。また、食費及び滞在費を改定することがあります。その場合は事前に

新しい利用料を書面でお知らせします。

3,123円

片道１８４円（往復３６８円）③送迎加算

加算の種類

ご自宅と事業所間の送迎を行った場合

介護職員の賃金の改善等を実施している場合

１日につき １２円

□ 現金支払い
サービスを利用された月の翌月末日までに、現金にてお支払い願います。
※請求書に同封の案内文にてお支払いの期間（基本的に土日祝日、年末年始を除
きます）をお知らせします。

三条信用金庫　本店
※請求書に同封の振込依頼書に記載してある口座にお振込みください。

食費（実費）

滞在費（実費）

（内訳：朝食３５０円　昼食５３０円　夕食５００円）

569円

593円

1,380円

526円

要支援１ 要支援２

（内訳：朝食３５０円　昼食５３０円　夕食５００円）

3,012円
1,150円

12円

1,380円

介護保険サービスの合計

合計額

１日につき １２円

加　算　額

要支援２要支援１

12円

482円

②療養食加算

②機能訓練体制加算
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の職員を1名配置し
ている場合

合計額

□ 口座引き落とし サービス利用月の翌月末日に、指定された口座より振替させて頂きます。

２．　支払い方法

基本料金に各種加算を加
えた1月あたりの総単位
数の1000分の25に相当

④介護職員処遇改善加算Ⅰ

食費（実費）

641円

　（１）及び（２）の利用料金は、１か月ごとにまとめて請求いたしますので、次の方法によりお支払い願います。

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上
で、利用定員・人員基準に適合している事業所である場合

2,226円 2,341円

加　算　の　要　件

厚生労働大臣が定める治療食を提供した場合

320円

１日につき ２３円

滞在費（実費）

458円

区　　　分

基本料金 617円

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

介護保険サービスの合計

□ 銀行振込

②機能訓練体制加算 12円

②機能訓練体制加算 12円

502円

基本料金

区　　　分

①ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅰ

（２）介護予防短期入所生活介護


